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1. 「台帳」申請データ作成前の注意点 
�

１－１．電子申請には「使えない文字」と「文字数制限」がある 

電子申請には使えない文字「機種依存文字」とは 
紙での手続きでは、手書きは大変ですが、どんな文字でも書いて提出できます。 

しかし、電子申請は手書きしなくてもよい一方で、使用できない文字「機種依存文字」があります。 

電子申請を利用するためには  

「機種依存文字」が含まれている 

⽒名や住所は、平易な文字へ登録 

しなおす必要があります。 

文字数制限について 
紙の手続きとの相違点として、届出ごと、項目ごとに文字数制限があります。 

会社名や外国⼈の方で⽒名が⻑いため、文字数制限に収まらない場合は 

台帳での登録は文字数制限内に留めておく必要があります。 

 ≪機種依存文字の例と変換例≫ 

 氏名では、   「髙」→「高」 「﨑」→「崎」 

 会社名では、「＆」→「アンド」     

 住所では、 「Ⅰ」→「１」、「Ⅱ」→「２」 

本来の文字でない、名前が途中までで正しく申請できるの︖ 
本来の漢字でない場合や、名前が途中までとなってしまった場合は、正式名を添付ファイル(PDF)として届出

と一緒に送ります。「台帳」では簡単にPDFが作成できる機能があります。詳しくは７ページで紹介します。 

１－２ . 「台帳」の各箇所の⼊⼒はそのまま電子申請に使います︕ 

電子申請では、登録された内容がそのまま届出の内容に反映され、送信されます。もしこれらの箇所の

登録内容に電子申請に適合しないものがあると、エラーとなってしまいます。電子申請に適合する登録

方法を次ページ以降でチェックしてみましょう。 

 ≪氏名の登録例≫ 

 雇用保険取得届では12文字までとなります。氏と名の間には自動でスペース 

 が1つ⼊るため、氏と名の欄は合計11文字で登録します。※濁点も一文字と 

 なります。ミドルネームは、氏or名欄にスペースなしで登録します。 

     「エリオット ジョン マーキュリー」さんの場合 

      ⇒ 氏 [エリオット]  名 [シ゛ョンマー] 
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●会社情報 

「基本データ」タブ 
①所在地は都道府県名から⼊⼒。 

②所在地、代表者⽒名に機種依存文字は 

 使用不可。 

「電子申請」タブ 
※「同」ボタンをクリックすると、     

「基本データ」タブの内容が反映できます。 

③所在地、代表者⽒名に機種依存文字は 

 使用不可。 

④所在地は都道府県名から⼊⼒。 

⑤フリガナ(3か所)は全角カタカナ、 

 全角数字のみ⼊⼒可能。 

●個人情報 

「基本情報」タブ 
⑥⽒名に機種依存文字は使用不可。 

⑦⽒名の文字数制限は、社保・雇保とも 

 に⽒と名を合わせて11文字。 

⑧ミドルネームがある場合は、⽒か名に 

 スペースを空けずに⼊⼒。 

⑨⽒名の前後にスペースが⼊って 

 いないか確認。 

「社会・雇用保険関係」タブ 
⑩外国⼈の場合、国籍・在留資格等と 

 ローマ字⽒名を登録。 

⑦濁点も1文字とカウントし

11文字までで⼊⼒ 

①都道府県から⼊⼒ 

②「髙橋」が正式でも、「高橋」と⼊⼒ 

③「髙橋」が正式でも、「高橋」と⼊⼒ 

⑤「１－１」は、「１バンチ１」or「１ノ１」と⼊⼒ 

④都道府県から⼊⼒ 

※ 

⑧ミドルネームは、

氏か名にスペース 

なしで⼊⼒ 

⑨氏・名の⼊⼒前後に 

スペースが⼊っていない

か、クリックして確認。 
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●事務所情報  
  

e-Gov申請者情報 
⑪機種依存文字は使用不可。 

⑫住所は、都道府県名から⼊⼒。 

⑬フリガナは、全角カタカナ・全角数字 

 のみ使用可。  

 

複数の所在地がある場合は、会社情報はどうやって登録⽅法したらいいの︖ 
社会保険と雇用保険で登録所在地が異なる場合、雇用保険番号が複数ある場合の登録方法です。 

⑬「１－１」は 

「１バンチ」or「１ノ１」 

●「基本データ」タブ ●「雇用保険」タブ  

●「電子申請」タブ 

社会保険、もしくは雇用保険
の1つ目の所在地とTELを  
⼊⼒ 

「その他」に、社会保険と 
異なる雇用保険、または2
つ目の雇用保険の所在地と
TELを⼊⼒ 届出作成時に
切替ができます(A) 

こんなときどうする︖ 

・    の所在地・TEL、都道府県コードは 
 CSV申請(※)をする時のみ、「基本データ」   
 タブの「その他」に登録した内容に変更が 
 必要です。 

CSV申請(※)とは 
複数⼈まとめて申請する
形式。連記式の得喪や算
定基礎届など。 

・雇用保険番号が3つ以上ある場合には対応  
 していないため、(A)(B)も含めて登録変  
 更が必要です。 

⑪「山﨑」が正式でも、

「山崎」と⼊⼒ 

⑫都道府県から⼊⼒ 

2つ目の雇保番号
がある場合は 
「予備」へ⼊⼒ 
届出作成時に切替
ができます(B) 

2つ目の雇保番号で申請
する際は「管轄」を変更 

2つ目の雇保番号で申請す
る際は「提出代⾏」を変更 

2つ目の雇保番号で申請する 
際は「ハローワーク」を変更 
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 2．「台帳」申請データ作成中の注意点 

２－１．社会保険の電子申請 

委任状省略が可能な⼿続き、電子申請の流れを把握しましょう                                             

以下の手続きの委任状は、「届出意思確認済み」と記載することで省略可能となっています。電子申請の

場合は、e-Govをクリック後の画面で「届出意思確認済み」のチェックを⼊れることで備考欄に文言が⼊

ります。 

社保喪失における「保険証」の取り扱い     

電子申請で社保喪失の手続きをおこなった場合、保険証は以下のような取り扱いとなります。 

 

 

 

 

 

 
 

・保険証を回収している場合…電子申請の際、健康保険証は「添付」に枚数を⼊⼒し送信します。後⽇、

保険証は広域事務センターもしくは管轄の年⾦事務所に郵送します。返送の際は、資格喪失の手続きをお

こなったことが確認できるよう到達番号がわかる資料を添付します。12ページ最下部の方法で、「控印

刷」ボタンより出⼒した用紙を添付します。 
 

 

 被扶養者異動届 

 第3号被保険者関係届 

 養育機関標準報酬⽉額特例申出書・終了届 

 （申出／終了） 

 年⾦手帳再交付申請書（※） 
※年⾦手帳再交付申請書のみ、e-Govの仕様上「届

出意思確認済み」を記⼊する欄がありません。 

７ページの「PDF作成・添付」の方法で「届出意思

確認済み」の一文をPDFファイルとして添付して申

請をおこないます。 

＋ 

控印刷 

保険証 
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文字数制限がある                                              

項目毎に文字数制限があります。

文字数オーバーの場合は電子申請

データの作成ができません。※賃

⾦額右側の「備考欄」については

１⾏につき１６文字以内の制限が

あります。休業期間等の情報を記

載する場合は、１⾏１６文字以内

に収まるよう⼊⼒し、超える場合

は２⾏目、３⾏目を利用します。 

    

マイナンバーが取得できない場合  

付記欄に「本⼈事由によりマイナンバー届出不可」と

記載します。                  

２－２．雇用保険の電子申請 

・本⼈が保険証を紛失して回収できない場合…予め「健康保険 被保険者証回収不能届」を作成しま

す。必要事項を⼊⼒し、デスクトップ等にPDFを保管します。電子申請の際、健康保険証は「返不

能」に枚数を⼊⼒、予め作成した回収不能届PDFを添付し送信します。 

※社保喪失届に回収不能届を添付して届出が可能かどうかは提出先の年⾦事務所にご確認ください。 
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機種依存文字が含まれる、外国人でミドルネームを含む場合                                              
 

電子申請（e-Gov）のシステムは、⽇本⼈の⽒名を想定している関係で、姓と名の間に１つだけ全角のス

ペースを⼊れるルールになっています。ミドルネームがある場合はその前後にスペースを⼊れてしまいが

ちですが、電子申請ではエラーになります。 

「⽒名」は、２ページ〜３ページでご紹介したルールで登録をしておきます。正式な⽒名はPDFなどの画

像にして電子申請をおこないますが、各手続きの送信をする手前で「PDF作成・添付」という方法を使う

と手続きの流れがスムーズです。 
                  

２－３．その他電子申請作成時の注意点 

 

なお、正式な⽒名を電子申請する・しないの手続きの

考え方としては、「役所側のデータを最初に作成して

もらう為に、別途お知らせする」という点です。 

 

 

 

 

※上記はあくまで一例です。様々なケースがあるため、上記の取り扱いが必ずしも正解とは限りません。 

作成したファイルが一覧に追加されます。 

プレビューボタンで添付画像を確認できます。 
 【主な手続き】 

 雇用保険資格取得届 

 雇用保険⽒名変更届(雇用保険資格喪失届) 

 社会保険資格取得届 

 社会保険被扶養者異動届(該当の場合のみ) 

 国⺠年⾦第3号被保険者関係届(該当の場合のみ) 

 社会保険新規適用届(事業主名について) 
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3. 添付書類の有無 

「電子申請」と「用紙」 添付書類に違いはない︕ 

 

 

 

 雇用保険 

資格取得届 

 

   雇用保険 

資格喪失届（離職票有） 

 

 社会保険 

資格喪失届 

 

電子申請 用紙 

 

 社会保険 

資格取得届 

 

 

 

     社会保険 

被扶養者異動届 

   雇用保険 

育児休業給付 

    雇用保険 

高年齢雇用継続給付 

添付書類は原則不要 

同⽇得喪の場合は就業規則・退職⽇が確認できる書類・再雇用契約書の写し添付 

取得時訂正の場合は賃⾦台帳添付。遡りの場合は必要です。 

添付書類は原則不要 

遡りの場合は賃⾦台帳・出勤簿・遅延理由書添付 

３ヵ⽉以上の遡りは⼊社⽉の出勤簿・賃⾦台帳添付 

離職までの賃⾦や⽀払期間を確認できる資料（賃⾦台帳・労働者名簿・出勤簿など） 

離職理由を確認できる資料（退職届・退職辞令発令書類など） 

但し、社会保険労務⼠の場合は添付書類は省略できます。遡りの場合は必要です。 

添付書類は原則不要 

同⽇得喪の場合は就業規則・退職⽇が確認できる書類・再雇用契約書の写し添付 

遡りの場合は必要です。 

初回は⽀給申請書と賃⾦証明の記載内容を確認できる書類（賃⾦台帳・労働者名簿・ 

出勤簿等）・⺟子手帳と振込先銀⾏通帳の写し添付 

２回目以降は賃⾦台帳と時給者、⽇給者、⽉給者であってみなし賃⾦がある⼈は 

出勤簿添付 

初回は⽀給申請書と賃⾦証明の記載内容を確認できる書類（賃⾦台帳・労働者名

簿・出勤簿等）・被保険者の年齢が確認できる資料（運転免許証・住⺠票）添付 

２回目以降は賃⾦台帳と時給者、⽇給者、⽉給者であってみなし賃⾦がある⼈は 

出勤簿添付 

住⺠票（但し、被保険者・扶養認定を受ける方の個⼈番号が記載され、備考欄の

「続柄確認済み」に☑がある場合は添付不要。） 

委任状（但し、事業主が被保険者本⼈の届出意思を確認し、備考欄に「届出意思確

認済み」と記載した場合は添付不要。） 

※添付書類は一例です 
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その他の添付書類はこちらから 

電子申請データ作成画面の

「添付ファイル」ボタンより

ファイルを指定し添付してく

ださい 

 
社労⼠会経由で管轄労働局へ「照合

省略に係る申出書」を提出していた

だくと、全国の職業安定所に対する

申請・届出について照合省略が可能

となります。 

平成31年1⽉からは、窓口の様式と

電子申請用の様式が統一されました

が、改めての提出は不要です。 
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4. 電子申請すると公文書はどう変わる？窓口での手続きとの違いをチェック！ 

電子申請した手続きの公文書は「データ」で届きます 
 

 

電子申請した手続きの公文書の大きな違いは、「データ」として公文書が届くことです。 

これまで郵送や窓口で受け取っていたような「用紙」に印字された公文書ではなく、台帳の「電子申請

データ一覧」からデータ形式の公文書を確認することとなります。 

＜公文書の確認⽅法＞ 

「台帳」を起動後、Excelリボンメニューの 

「Cellsドライブ」タブ→申請データ一覧 

で表示します。 

手続きの審査が完了すると、状況が審査 

終了に変わり、一覧画面に「公文書」ボ 

タンが表示されます。「公文書」ボタンをクリックすると、公文書の確認ができます。 

※公文書以外に通知がある場合は「コメント」ボタンも表示されます。 

 

＜公文書の管理・受け渡し＞ 

電子申請データ一覧上では公文書取得後１年間確認ができます。管理・受け渡しは以下のいずれかの方

法でおこなってください。 

 

①ファイルをパソコン等に保管する 
公文書の「保存」ボタンをクリックします。 

任意の場所を選んで公文書を保存します。 

→顧問先へメールで送る場合は任意の場所に保存 

 したデータをメールに添付します。 

※11ページでご案内する社会保険の公文書の場合は 

あらかじめ③「表示」ボタンで表示した公文書をPDF変換

して保存しておくとメールで送る際に便利です。 

②Cellsドライブの事業所マイページへ公開する 
公文書の「公開（アップロード）」ボタンをクリッ 

クすると公文書が公開されます。 

※法定期間の４年間保存されます。 
※Cellsドライブは「台帳」保守契約ユーザー様が 
ご利用いただけるクラウドサービスです。 
→事業所マイページへ公開することで、顧問先にWEB上で

公文書を確認してもらうこともできます。  

②公文書を印刷する 
公文書の「表示」ボタンをクリックして表示させ、印刷して紙で保管します。 

→顧問先へ郵送や訪問時に受け渡しをする場合は、印刷した公文書を渡します。 

 

★「電子申請データ⻑期保存サービス」（有料）を
申込の場合はサービス継続期間中は１年を超えても
電子申請データ一覧から公文書を確認することがで
きます。公文書のほか、申請データ及びコメントの
確認も可能です。 

①保管 
②公開 

③印刷 

「公文書」とは⼿続終了後に発⾏される控書類です 

＜注意＞ 
Cellsドライブでは、以下の⽇を起点に１年経過した
電子申請データは消滅します。 
【作成データ】最初に作成した⽇ 
【コメント・公文書】⼿続き終了⽇  
※⼿続きの履歴は残ります。検索も可能です。 
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4-1．社会保険の公文書の特徴 

社会保険の公文書は、基本はWEBブラウザで表示確

認する「XMLファイル（ドキュメント）」と「XSL

スタイルシート」の２つのファイルで構成されてい

ます。 

ただし、環境依存文字が含まれる場合は該当者分だ

けPDF形式のファイルが届きます。 

 

⽇本年⾦機構から、複数名単位（連記式）の公文書に変換するファイルも用意されています。 
変換ファイル（スタイルシートファイル）をダウンロードすることで複数名単位の公文書の表示に変
えることも可能です。台帳での操作方法は、台帳サポートページに掲載しています。「連記式」と
キーワード検索をしてご確認ください。 

⽉額変更届や賞与⽀払届、算定基礎届などの複数⼈単位の

手続きの場合、公文書は１つのデータとして届きますが、

個⼈単位の通知書の形式で表示されます。 

※環境依存文字が含まれる⼈は別途PDFファイルで届きま

す。 

文字化けして公文書が確認できない︕︕ 

 公文書を開くプログラムが、InternetExplorerに関連付けされていないと社会保険の公文書は確認できませ

ん。xmlファイル（ドキュメント）を開くプログラムを「InternetExplorer」に変更してください。 

例︓資格取得の公文書 

【XMLファイルとXSLスタイルシートで構成】 【環境依存文字が含まれる場合はPDF形式となる】 

こんなときどうする︖ 

「詳細」フォームにある公文書の
「フォルダ」をクリック 

フォルダ内のxmlを右クリック 

「プログラムから開く」→「別のプログラムを選択」 

InternetExplorerを選択 

例︓算定基礎届の公文書 
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４－３．労働保険の公文書の特徴 

年度更新の公文書は、「保険料の納付に関するお知らせ」

というコメントとともに申告書の控えがPDFで届きます。

公文書が交付されてから、その内容に基づき労働保険料の

納付をおこないます。 

４－２．雇用保険の公文書の特徴 

雇用保険の公文書は、PDF

形式のファイルで構成され

ています。 

データで届くため、離職票

は複写式ではなく、１枚ず

つ事業主用控と本⼈用控が

交付されます。 

※本⼈に渡すパンフレット

もデータで届きます。 

審査終了のお知らせのみ、XMLとXSLの
形式で、その他は全てPDF形式のデータ
となります。 

【例︓資格喪失（離職票あり）の公文書】 

【資格喪失（離職票あり）の場合の公文書データ種類】 

950000000001111 

 10001 

 10005 

 

電子納付に必要な情報は「詳細」フォームから確認できます。 
顧問先への案内として「控印刷」を利用すると便利です。 

【納付書による納付】 
申告書控えの「今期納付額」欄に記載の⾦額を納
付書に転記して納付します。 
※ドットプリンタがあれば「台帳」から印字も可
能です。 
【Pay-easy（ペイジー）による電子納付】 
「台帳」からは電子納付できませんが、納付時に
必要な情報の確認はできます。 
【口座振替による納付】 
必要な処理はありません。 


